
　
70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方
の
窓
口

負
担
割
合
は
、
法
律
上
２
割
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
特
例
措
置
で
こ
れ
ま

で
１
割
負
担
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

平
成
26
年
度
か
ら
、
よ
り
公
平
な
仕

組
み
に
す
る
た
め
、
こ
の
特
例
措
置

が
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
高
齢

の
方
の
生
活
に
大
き
な
影
響
が
生
じ

る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
70
歳
の
誕
生

日
が
平
成
26
年
４
月
２
日
以
降
の
方

か
ら
段
階
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

▽
誕
生
日
が
昭
和
19
年
４
月
２
日
以

　
降
の
方
　
70
歳
の
誕
生
月
の
翌
月

　
の
診
療
か
ら
、
窓
口
負
担
が
２
割

　
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
１
日
が

　
誕
生
日
の
方
は
70
歳
の
誕
生
月
か

　
ら
２
割
に
な
り
ま
す
。

（
例
）
70
歳
の
誕
生
日
が
平
成
26
年

　
４
月
２
日
か
ら
５
月
１
日
ま
で
の

　
方
は
、
５
月
の
診
療
か
ら
２
割
負

　
担
に
な
り
ま
す
。

※
一
定
の
所
得
が
あ
る
方
は
、
こ
れ

　
ま
で
ど
お
り
３
割
負
担
で
す
。

▽
誕
生
日
が
昭
和
19
年
４
月
１
日
ま

　
で
の
方
　
平
成
26
年
４
月
以
降
も

　
医
療
費
の
窓
口
負
担
は
１
割
の
ま

　
ま
変
わ
り
ま
せ
ん
（
８
月
以
降
の

　
負
担
割
合
は
、
前
年
の
収
入
状
況

　
に
よ
り
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

　
ま
す
）
。
現
在
お
持
ち
の
高
齢
受

　
給
者
証
は
、
平
成
26
年
３
月
31
日

　
で
１
割
の
有
効
期
限
が
切
れ
る
た

　
め
、
４
月
１
日
以
降
お
使
い
い
た

　
だ
く
高
齢
受
給
者
証
を
３
月
下
旬

　
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。
ま
た
、
70

　
歳
の
誕
生
日
が
平
成
26
年
３
月
２

　
日
か
ら
４
月
１
日
ま
で
の
方
は
、

　
こ
れ
ま
で
の
３
割
負
担
か
ら
１
割

　
負
担
に
な
り
ま
す
。

※
一
定
の
所
得
が
あ
る
方
は
、
こ
れ

　
ま
で
ど
お
り
３
割
負
担
で
す
。

▽
問
合
せ
　
保
険
年
金
課
国
保
係

　
障
が
い
の
あ
る
方
に
対
す
る
各
種

手
当
・
助
成
制
度
が
あ
り
ま
す
。
該

当
す
る
方
は
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

▽
特
別
障
害
者
手
当

　●

対
象
…
重
度
の
障
が
い
の
た
め
、

　
日
常
生
活
に
常
時
特
別
な
介
護
が

　
必
要
な
20
歳
以
上
の
方

※
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
、
愛

　
の
手
帳
１
・
２
度
程
度
で
、
そ
れ

　
ら
が
重
複
し
て
い
る
方
か
、
こ
れ

　
ら
と
同
等
の
疾
病
や
精
神
障
が
い

　
の
方
（
手
帳
を
取
得
し
て
い
な
く

　
て
も
可
）

※
施
設
入
所
者
と
、
病
院
な
ど
に
３

　
か
月
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る
方

　
は
除
き
ま
す
。
所
得
限
度
額
超
過

　
者
は
支
給
停
止
に
な
り
ま
す
。

　●

支
給
額
…
月
額
２
万
６
０
８
０
円

▽
障
害
児
福
祉
手
当

　●

対
象
…
重
度
の
障
が
い
の
た
め
、

　
日
常
生
活
に
常
時
介
護
が
必
要
な

　
20
歳
未
満
の
方

※
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
の
一

　
部
、
愛
の
手
帳
１
・
２
度
程
度
の

　
方
か
、
こ
れ
ら
と
同
等
の
疾
病
や

　
精
神
障
が
い
の
方
（
手
帳
を
取
得

　
し
て
い
な
く
て
も
可
）

※
施
設
入
所
者
と
、
障
が
い
を
理
由

　
と
す
る
公
的
年
金
受
給
者
は
除
き

　
ま
す
。
所
得
限
度
額
超
過
者
は
支

　
給
停
止
に
な
り
ま
す
。

　●

支
給
額
…
月
額
１
万
４
１
８
０
円

▽
重
度
心
身
障
害
者
手
当

　●

対
象
…
次
の
い
ず
れ
か
の
障
が
い

　
の
あ
る
方

①
重
度
の
知
的
障
が
い
で
、
著
し
い

　
精
神
症
状
な
ど
の
た
め
、
常
時
複

　
雑
な
介
護
を
必
要
と
す
る
方

②
重
度
の
知
的
障
が
い
と
重
度
の
身

　
体
障
が
い
が
重
複
し
て
い
る
方

③
重
度
の
肢
体
不
自
由
者
で
、
両
上

　
肢
、
両
下
肢
と
も
機
能
が
失
わ
れ
、

　
座
っ
て
い
る
こ
と
が
困
難
な
方

※
65
歳
以
上
の
新
規
申
請
者
と
所
得

　
限
度
額
超
過
者
、
施
設
入
所
者
、

　
病
院
な
ど
に
３
か
月
を
超
え
て
入

　
院
し
て
い
る
方
を
除
き
ま
す
。

　●

支
給
額
…
月
額
６
万
円

▽
心
身
障
害
者
福
祉
手
当

　●

対
象
…
次
の
い
ず
れ
か
の
障
が
い

　
の
あ
る
方

①
20
歳
以
上
で
、
身
体
障
害
者
手
帳

　
２
級
以
上
か
愛
の
手
帳
３
度
以
上

　
の
方
と
、
脳
性
ま
ひ
か
進
行
性
筋

　
萎
縮
症
の
方

②
20
歳
以
上
で
、
身
体
障
害
者
手
帳

　
３
・
４
級
か
愛
の
手
帳
４
度
の
方

③
20
歳
未
満
で
、
身
体
障
害
者
手
帳

　
４
級
以
上
か
愛
の
手
帳
４
度
以
上

　
の
方
と
、
脳
性
ま
ひ
か
進
行
性
筋

　
萎
縮
症
の
方

※
65
歳
以
上
の
新
規
手
帳
取
得
（
更

　
新
）
者
、
所
得
限
度
額
超
過
者
、

　
施
設
入
所
者
を
除
き
ま
す
。

　●

支
給
額

①
…
月
額
１
万
５
５
０
０
円

②
・
③
…
月
額
７
千
円

▽
心
身
障
害
者（
児
）交
通
費
等
助
成

　●

対
象
…
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
以

　
上
か
愛
の
手
帳
３
度
以
上
の
方

※
施
設
入
所
者
を
除
き
ま
す
。

　●

支
給
額
…
月
額
２
４
０
０
円

▽
申
請
・
問
合
せ
　
障
が
い
者
支
援

　
課
障
が
い
者
相
談
係

　
後
納
制
度
は
、
過
去
10
年
間
に
納

め
忘
れ
た
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と

で
、
将
来
の
年
金
額
を
増
や
す
こ
と

が
で
き
る
制
度
で
す
。
ま
た
、
年
金

を
受
給
で
き
な
か
っ
た
方
は
後
納
制

度
を
利
用
す
る
こ
と
で
年
金
が
受
け

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
過
去
10

年
以
内
に
納
め
忘
れ
の
保
険
料
が
あ

る
方
は
、
ぜ
ひ
後
納
制
度
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
後
納
制
度
が
利
用
で
き
る

期
限
は
平
成
27
年
９
月
30
日
ま
で
で

す
。
早
め
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
す
で
に
後
納
制
度
を
申
し
込
ま
れ

た
方
で
、
平
成
16
年
４
月
分
以
降
の

後
納
保
険
料
の
納
付
が
お
済
み
で
な

い
方
は
、
納
付
書
に
記
載
さ
れ
た
使

用
期
限
（
平
成
26
年
３
月
31
日
）
ま

で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
使
用
期

限
ま
で
に
納
付
で
き
な
か
っ
た
方

が
、
平
成
26
年
４
月
以
降
に
納
付
を

希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
新
た
な
加
算

額
に
よ
る
納
付
書
を
発
行
し
ま
す
の

で
青
梅
年
金
事
務
所
に
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。

※
平
成
16
年
３
月
分
以
前
の
後
納
保

　
険
料
は
、
10
年
を
超
え
る
た
め
、

　
平
成
26
年
４
月
以
降
は
納
付
で
き

　
ま
せ
ん
。

※
お
問
い
合
わ
せ
の
際
は
基
礎
年
金

　
番
号
が
わ
か
る
も
の
を
ご
用
意
く

　
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
青
梅
年
金
事
務
所
（
☎

　
０
４
２
８
・
30
・
３
４
１
０
）

　
指
定
収
集
袋
で
排
出
す
る
家
庭
ご

み
の
処
理
手
数
料
に
は
、
減
免
制
度

が
あ
り
ま
す
。

　
対
象
の
方
に
は
、
案
内
書
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
同
封
の
申
請
書
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
指
定
し
た
日
時

に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
平
成
26
年
度

分
の
指
定
収
集
袋
を
交
付
し
ま
す
。

▽
対
象

　●

生
活
保
護
受
給
世
帯

　●

児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯

　●

特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯

　●

次
に
該
当
し
、
前
年
度
の
住
民
税

　
が
非
課
税
の
世
帯
（
事
前
に
同
意

　
書
を
提
出
し
た
世
帯
）

※
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
か
２
級
の

　
交
付
を
受
け
て
い
る
方
が
い
る
世

　
帯

※
東
京
都
愛
の
手
帳
１
度
か
２
度
の

　
交
付
を
受
け
て
い
る
方
が
い
る
世

　
帯

※
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

　
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
が
い
る

　
世
帯

※
65
歳
以
上
の
方
の
み
の
世
帯

　●

国
民
年
金
の
遺
族
基
礎
年
金
受
給

　
世
帯
（
国
民
年
金
以
外
は
対
象

　
外
）

▽
日
時
・
場
所
　
表
の
と
お
り

▽
持
ち
物
　
申
請
書
（
必
要
事
項
を

　
記
入
・
押
印
済
み
の
も
の
）
、
指

　
定
収
集
袋
を
入
れ
る
袋
な
ど

▽
４
月
以
降
の
交
付
場
所
　
生
活
環

　
境
課
、
五
日
市
出
張
所

▽
そ
の
他
　
案
内
書
が
届
か
な
い
場

　
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
生
活
環
境
課
清
掃
・
リ

　
サ
イ
ク
ル
係
（
直
通
５
５
８
・
１

　
８
３
０
）

　
市
で
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
広

告
媒
体
と
し
て
有
効
活
用
し
、
地
域

の
商
工
業
の
発
展
に
役
立
て
る
た
め
、

バ
ナ
ー
広
告
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
26
年
度
の
バ
ナ
ー
広
告
に
つ

い
て
も
、
広
告
枠
を
次
の
広
告
代
理

店
に
一
括
し
て
貸
し
付
け
、
代
理
店

が
広
告
の
掲
載
事
業
者
を
募
集
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
ぜ
ひ
ご

活
用
く
だ
さ
い
。

▽
バ
ナ
ー
広
告
の
掲
載
申
込
み
　
４

　
月
１
日
か
ら
平
成
27
年
３
月
31
日

　
ま
で
の
広
告
掲
載
は
、
次
の
広
告

　
代
理
店
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　●

広
告
代
理
店
…
株
式
会
社
ホ
ー
プ

　
（
〒
８
１
０
―
０
０
２
２
　
福
岡

　
県
福
岡
市
中
央
区
薬
院
１
―
14
―

　
５
Ｍ
Ｇ
薬
院
ビ
ル
７
階
、
☎
０
９

　
２
・
７
１
６
・
１
４
０
４
、
　
０

　
９
２
・
７
１
６
・
１
４
６
７
、
　

　h
ttp
:/
/
w
w
w
.za
ig
e
n
k

　a
k
u
h
o
.c
o
m
/

）

▽
問
合
せ
　
市
長
公
室

　
平
成
26
年
１
月
か
ら
ご
み
の
分
別

が
変
わ
り
ま
し
た
。
資
源
や
ご
み
は

収
集
日
当
日
の
朝
８
時
ま
で
に
出
し

て
く
だ
さ
い
。
詳
細
に
つ
い
て
は

「
資
源
と
ご
み
の
出
し
方
カ
レ
ン
ダ

ー
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
可
燃
ご
み
・
不
燃
ご
み
　
有
料
ご

　
み
袋
へ
入
れ
て
、
袋
の
口
は
し
っ

　
か
り
十
字
に
結
ん
で
く
だ
さ
い

　
（
ご
み
袋
に
結
び
方
が
載
っ
て
い

　
ま
す
）
。
他
の
紐
な
ど
を
足
し
て

　
結
ん
で
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

▽
お
む
つ
　
汚
物
を
よ
く
取
り
除
い

　
て
、
透
明
か
半
透
明
の
袋
に
入
れ

　
て
く
だ
さ
い
。
他
の
可
燃
ご
み
が

　
混
入
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
収

　
集
で
き
ま
せ
ん
。
半
透
明
の
袋
で

　
出
す
場
合
は
「
紙
お
む
つ
」
と
表

　
示
し
て
く
だ
さ
い
。
従
来
ど
お
り

　
可
燃
ご
み
袋
で
も
出
せ
ま
す
。

▽
缶
・
金
属
、
び
ん
類
　
バ
ケ
ツ
や

　
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
な
ど
に
「
缶
・
金

　
属
」
と
「
び
ん
類
」
の
２
種
類
に

　
分
け
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。
集
合

　
住
宅
で
集
積
所
か
ら
容
器
が
あ
ふ

　
れ
る
場
合
に
は
、
中
身
が
見
え
る

　
袋
で
も
出
せ
ま
す
。

▽
紙
類
・
布
類
　
必
ず
、
種
類
別
に

　
紐
で
十
字
に
縛
っ
て
く
だ
さ
い
。

▽
有
害
ご
み
　
①
蛍
光
管
、
②
乾
電

　
池
・
水
銀
タ
イ
プ
の
体
温
計
、
③

　
カ
セ
ッ
ト
式
ガ
ス
ボ
ン
ベ
・
ス
プ

　
レ
ー
缶
・
ラ
イ
タ
ー
の
３
分
別
で

　
す
。
種
類
ご
と
に
中
身
の
見
え
る

　
袋
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
有
害
ご

　
み
専
用
袋
（
赤
い
袋
）
を
使
用
す

　
る
場
合
は
、
品
名
を
表
示
し
て
く

　
だ
さ
い
。

▽
使
用
済
小
型
電
子
機
器
　
排
出
さ

　
れ
て
い
る
中
に
は
、
不
燃
ご
み
や

　
粗
大
ご
み
も
あ
り
、
指
定
品
目
以

　
外
の
排
出
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
品
目
に
つ
い
て
は
「
資
源
と
ご
み

　
の
出
し
方
カ
レ
ン
ダ
ー
」
で
ご
確

　
認
く
だ
さ
い
。
排
出
方
法
は
、
収

　
集
し
て
よ
い
か
確
認
で
き
る
よ
う

　
に
、
品
物
に
直
接
「
あ
き
る
野

　
市
」
と
表
示
し
、
バ
ケ
ツ
や
ダ
ン

　
ボ
ー
ル
箱
な
ど
に
入
れ
て
く
だ
さ

　
い
。
大
き
さ
は
50
セ
ン
チ
　
、
重

　
さ
は
５
キ
ロ
　
ま
で
で
す
。

▽
不
燃
ご
み
袋
の
使
用
　
４
月
29
日

　
（火）
ま
で
、
不
燃
ご
み
袋
で
可
燃
ご

　
み
が
排
出
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

　
し
た
。
収
集
日
は
各
地
区
の
可
燃

　
ご
み
の
日
で
す
。
出
し
方
は
、
青

　
色
の
不
燃
ご
み
袋
に
「
可
燃
」
と

　
書
い
た
紙
な
ど
を
貼
っ
て
、
袋
の

　
口
は
し
っ
か
り
十
字
に
結
ん
で
出

　
し
て
く
だ
さ
い
。
陶
磁
器
類
、
ガ

　
ラ
ス
類
、
鋭
利
な
も
の
、
小
型
家

　
電
な
ど
の
不
燃
ご
み
は
混
ぜ
な
い

　
で
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
生
活
環
境
課
清
掃
・
リ

　
サ
イ
ク
ル
係

障
が
い
の
あ
る
方
へ

　
　
各
種
手
当
の
ご
案
内

資
源
と
ご
み
の

　
　
　
出
し
方
に
つ
い
て

家
庭
ご
み
処
理
手
数
料
の

　
　
　
　
　
　
減
免
制
度

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

　
バ
ナ
ー
広
告
を
募
集
中

メ
ー
ト
ル

HP

FAX

グ
ラ
ム

表　減免対象者の指定収集袋配布日程

午前10時～
　　　午後４時

午前９時～正午

午前10時～
　　　午後４時

午前10時～
　　　午後８時

3月13日㈭
　～14日㈮

3月15日㈯

期　日 時　　間 場　所

3月19日㈬

3月20日㈭
　・22日㈯

五日市
保健センター

市役所１階
コミュニティ
ホール


